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７ 障害児通所支援事業所調査 

(1) 事業所の基本情報 

①法人種別 

法人種別は、全体で「営利法人（株式･合名･合資･合同会社）」が 68.9%となっている。 

図表 394 法人種別 

 
 

②法人の運営事業所数 

法人の運営する事業所数について聞いたところ、平均で 11.4 事業所となっている。 

図表 395 法人の運営事業所数 

（単位：事業所） 全体 [n=696] 児童発達支援 
[n=324] 

放課後等デイサー
ビス [n=372] 

平均値 11.4 15.1 8.2 

 

③調査対象サービスの類型 

調査対象サービスの類型は、児童発達支援、放課後等デイサービスのいずれも、「児童発達支援（それ以外）」

「放課後等デイサービス（それ以外）」が多くなっている。 

図表 396 調査対象サービスの類型 
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児童発達支援 [n=336]

放課後等デイサービス [n=380]

都道府県、市区町村、広域連合、一部事務組合 社会福祉協議会

社会福祉法人（社会福祉協議会以外） 医療法人
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児童発達支援（主として重症心身障害児を通わせる）
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放課後等デイサービス（それ以外）
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④調査対象サービスの定員数、実利用者数 

調査対象サービスの定員数、実利用者数の平均は以下の通りとなっている。令和５～７年でそれほど大き

な変化はない。 

図表 397 調査対象サービスの定員数、実利用者数 

（単位：人） 
令和５年６月 全体 [n=571] 児童発達支援 

[n=256] 
放課後等デイサー
ビス [n=315] 

定員数 12.1 12.7 11.6 
実利用者数 22.8 22.1 23.4 

令和６年６月 全体 [n=662] 児童発達支援 
[n=304] 

放課後等デイサー
ビス [n=358] 

定員数 12.0 12.6 11.5 
実利用者数 22.8 22.2 23.4 

令和７年６月 全体 [n=687] 児童発達支援 
[n=321] 

放課後等デイサー
ビス [n=366] 

定員数 12.1 12.8 11.5 
実利用者数 23.2 22.6 23.8 

 

⑤調査対象事業所の級地 

調査対象事業所の級地は、「その他」が最も多く、次いで「７級地」となっている。 

図表 398 調査対象事業所の級地 

 

 

⑥調査対象サービスの職員配置人数 

令和７年６月における調査対象サービスの職員配置人数を聞いたところ、以下の通りとなっている。 

図表 399 調査対象サービスの職員配置人数 

（単位：人）   全体 
[n=694] 

児童発達支援 
[n=328] 

放課後等デイ
サービス 

[n=366] 
管理者 常勤職員（実人数） 0.9 0.9 0.9 
  非常勤職員（実人数） 0.1 0.1 0.1 
  非常勤職員（常勤換算） 0.1 0.1 0.1 
児童発達支援管理責任者 常勤職員（実人数） 1.0 1.0 1.0 
  非常勤職員（実人数） 0.1 0.1 0.1 
  非常勤職員（常勤換算） 0.1 0.1 0.1 
その他の職員 常勤職員（実人数） 3.9 4.3 3.5 
  非常勤職員（実人数） 3.5 3.7 3.4 
  非常勤職員（常勤換算） 1.5 1.6 1.4 
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⑦支援時間別の実利用者数（児童発達支援） 

調査対象サービスの令和７年６月の実利用人数について、個別支援計画上の支援時間（延長支援時間除く）

別に実人数を聞いたところ、児童発達支援では、合計 24.1 人、うち、30 分以上１時間以下が 7.1 人、３時

間超が 6.1 人等となっている。 

図表 400 令和７年６月の実利用人数_児童発達支援 

（単位：人）   児童発達支援 [n=276] 
区分１ 30 分以上１時間以下 7.1 
  １時間超１時間 30 分以下 3.0 
区分２ １時間 30 分超２時間以下 4.7 
  ２時間超２時間 30 分以下 1.3 
  ２時間 30 分超３時間以下 2.0 
区分３ ３時間超 6.1 
合計   24.1 

 

区分３の利用者のうち、延長支援加算を算定した実人数を聞いたところ、平均で 1.7 人となっている。 

図表 401 延長支援加算を算定した実人数_児童発達支援 

（単位：人） 児童発達支援 [n=276] 

区分３ 1.7 
  

延長支援加算の算定者について、支援時間別の実人数を聞いたところ、平均で１時間以上２時間未満が 4.7

人、２時間以上が 1.9 人、30 分以上１時間未満が 1.1 人となっている。 

図表 402 延長支援加算の支援時間別の実人数_児童発達支援 

（単位：人） 児童発達支援 [n=67] 

１時間以上２時間未満 4.7 
２時間以上 1.9 
30 分以上１時間未満 1.1 

 

延長支援加算の算定者について、令和７年６月におけるサービス利用日数別の実人数を聞いたところ、平

均で１日～５日が 2.6 人、６日～10 日が 1.8 人等となっている。 

図表 403 令和７年６月におけるサービス利用日数別の実人数_児童発達支援 

（単位：人） 児童発達支援 [n=67] 

１日～５日 2.6 
６日～10 日 1.8 
11 日～15 日 0.9 
16 日～20 日 0.9 
21 日以上 0.3 
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⑧支援時間別の実利用者数（放課後等デイサービス） 

調査対象サービスの令和７年６月の実利用人数について、個別支援計画上の支援時間（延長支援時間除く）

別に実人数を聞いたところ、放課後等デイサービスでは、平日の合計 22.8 人、うち、１時間 30 分超２時間

以下 6.3 人、２時間 30 分超３時間以下 6.0 人等となっている。 

図表 404 令和７年６月の実利用人数_放課後等デイサービス 

（単位：人）   平日 放課後等デイサービ
ス [n=329] 

学校休業日 放課後等デ
イサービス [n=329] 

区分１ 30 分以上１時間以下 2.4 0.7 
  １時間超１時間 30 分以下 2.5 0.2 
区分２ １時間 30 分超２時間以下 6.3 0.5 
  ２時間超２時間 30 分以下 5.6 0.3 
  ２時間 30 分超３時間以下 6.0 0.6 
区分３ ３時間超 - 6.7 
合計   22.8 9.0 

 

延長支援加算を算定した利用者数については、平均で平日 4.0 人、学校休業日 4.2 人となっている。 

図表 405 延長支援加算を算定した実人数_放課後等デイサービス 

（単位：人） 平日 放課後等デイサービス 
[n=329] 

学校休業日 放課後等デイサ
ービス [n=329] 

区分２（平日）/区分３（学校休業日） 4.0 4.2 

延長支援加算の算定者について、支援時間別の実人数を聞いたところ、平均で平日の１時間以上２時間未

満が 5.3 人、学校休業日の１時間以上２時間未満が 4.3 人となっている。 

図表 406 延長支援加算の支援時間別の実人数_放課後等デイサービス 

（単位：人） 平日 放課後等デイサービス 
[n=131] 

学校休業日 放課後等デイサ
ービス [n=172] 

１時間以上２時間未満 5.3 4.3 
２時間以上 2.6 3.8 
30 分以上１時間未満 1.1 0.2 

 

延長支援加算の算定者について、令和７年６月におけるサービス利用日数別の実人数を聞いたところ、平

均で平日の１日～５日が 3.0 人、学校休業日の１日～５日が 4.4 人となっている。 

図表 407 令和７年６月におけるサービス利用日数別の実人数_放課後等デイサービス 

（単位：人） 平日 放課後等デイサービス 
[n=131] 

学校休業日 放課後等デイサ
ービス [n=172] 

１日～５日 3.0 4.4 
６日～10 日 1.5 1.0 
11 日～15 日 1.4 0.8 
16 日～20 日 1.2 0.6 
21 日以上 1.1 1.0 

 

⑨運営規程で定めている調査対象サービスの営業時間 

運営規程で定めている調査対象サービスの営業時間は、令和７年６月の平日で、平均 7.6 時間となってい

る。 

図表 408 運営規程で定めている調査対象サービスの営業時間（令和７年６月の平日） 

（単位：時間） 全体 [n=693] 児童発達支援 
[n=324] 

放課後等デイサー
ビス [n=369] 

平均値 7.6 7.9 7.4 
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(2) 職員配置・加配の状況について 

①児童指導員等加配加算の算定状況 

児童指導員等加配加算の算定状況について聞いたところ、令和 5 年６月では、全体で「児童指導員等の場

合」の加算が 39.4%、「専門職員の場合」の加算が 32.8%となっている。 

図表 409 児童指導員等加配加算の算定状況_令和 5 年６月 

 
 

令和６年６月では、全体で「常勤専従・経験５年以上」の加算が 49.6%、「常勤専従・経験５年未満」の

加算が 15.8%となっている。 

図表 410 児童指導員等加配加算の算定状況_令和６年６月 

 
 

令和７年６月では、全体で「常勤専従・経験５年以上」の加算が 53.1%、「常勤専従・経験５年未満」の加

算が 17.5%となっている。令和５～７年で加算算定事業所は増加傾向が見られる。 

図表 411 児童指導員等加配加算の算定状況_令和７年６月 
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193 

②児童指導員等加配加算対象の配置職員の確保の経緯 

令和７年６月に児童指導員等加配加算を算定している事業所に、対象の配置職員の確保の経緯を聞いたと

ころ、「もともと基準以上の職員規模で事業運営をしており、加算要件に該当する職員を加算対象職員とした」

が 74.7%と多くなっている。 

図表 412 児童指導員等加配加算対象の配置職員の確保の経緯〔複数回答〕 

 
 

③児童指導員等加配加算を算定していない理由 

令和７年６月に児童指導員等加配加算を算定していない事業所に、その理由を聞いたところ、「加算対象と

なる職員の確保が困難」が 71.4%と多くなっている。 

図表 413 児童指導員等加配加算を算定していない理由〔複数回答〕 
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職員を事業所に配置した

その他

無回答

全体 [n=617] 児童発達支援 [n=284] 放課後等デイサービス [n=333]
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加算対象となる職員の確保が困難

加算による報酬が人件費等と見合わない

専門的支援体制加算の算定を優先し、当該加算は算定しな
かった

加算の届出事務等が煩雑

その他

特に理由はない

無回答

全体 [n=84] 児童発達支援 [n=44] 放課後等デイサービス [n=40]
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④専門的支援加算等の算定状況 

専門的支援加算等の算定状況について聞いたところ、令和 5 年６月では、全体で「専門的支援加算（理学

療法士等を配置）」が 30.7%、「専門的支援加算（児童指導員等を配置）」が 15.8%、「いずれも算定してい

ない」が 49.5%となっている。 

図表 414 専門的支援加算等の算定状況_令和 5 年６月〔複数回答〕 

 
 

令和６年６月では、全体で「専門的支援体制加算」が 42.1%、「専門的支援実施加算」が 29.5%、「いずれ

も算定していない」が 44.8%となっている。 

図表 415 専門的支援加算等の算定状況_令和６年６月〔複数回答〕 

 
 

令和７年６月では、「専門的支援体制加算」が 50.7%、「専門的支援実施加算」が 40.1%、「いずれも算定

していない」が 41.8%となっている。令和５～７年で加算算定事業所は増加傾向が見られる。 

図表 416 専門的支援加算等の算定状況_令和７年６月〔複数回答〕 
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無回答

全体 [n=716] 児童発達支援 [n=336] 放課後等デイサービス [n=380]
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⑤専門的支援体制加算対象の配置職員の確保の経緯 

専門的支援体制加算を算定している事業所に、対象の配置職員の確保の経緯を聞いたところ、「もともと基

準以上の職員規模で事業運営をしており、加算要件に該当する職員を加算対象職員とした」が 74.9%と多く

なっている。 

図表 417 専門的支援体制加算対象の配置職員の確保の経緯〔複数回答〕 

 
 

⑥専門的支援体制加算を算定していない理由 

専門的支援体制加算を算定していない事業所に、その理由を聞いたところ、「加算対象となる職員の確保が

困難」が 69.0%と多くなっている。 

図表 418 専門的支援体制加算を算定していない理由〔複数回答〕 
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全体 [n=363] 児童発達支援 [n=188] 放課後等デイサービス [n=175]
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14.7 

23.9 

3.6 

4.6 

6.1 

7.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

加算対象となる職員の確保が困難

加算による報酬が人件費等と見合わない

児童指導員等加配加算の算定を優先し、当該加算は算定し
なかった

加算の届出事務等が煩雑

その他

特に理由はない

無回答

全体 [n=335] 児童発達支援 [n=138] 放課後等デイサービス [n=197]
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⑦加算算定対象職員の個別状況 

令和７年６月で児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算のいずれかを算定している事業所に、加算算

定対象職員の個別状況を聞いたところ、1,599 人分の回答があった。 

算定対象となっている加算は、「児童指導員等加配加算」が 74.2%、「専門的支援体制加算」が 34.5%と

なっている。 

図表 419 加算算定対象職員の個別状況_対象加算〔複数回答〕 

 
 

対象職員の採用経緯は、「中途採用」が 86.9%と多くなっている。 

図表 420 加算算定対象職員の個別状況_対象職員の採用経緯 

 
 

対象職員の当該事業所への配属経緯を聞いたところ、「採用後、すぐに当該事業所に配属」が 76.0%と多

くとなっている。 

図表 421 加算算定対象職員の個別状況_当該事業所への配属経緯 

 
 

対象職員の当該事業所での勤務年月は、平均で 45.2 か月となっている。 

図表 422 加算算定対象職員の個別状況_当該事業所での勤務年月 

（単位：か月） 全体 [n=1,510] 児童発達支援 
[n=732] 

放課後等デイサー
ビス [n=778] 

平均値 45.2 44.7 45.7 

74.2 

34.5 

0.0 

70.3 

39.6 

0.0 

77.8 

29.7 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

児童指導員等加配加算

専門的支援体制加算

無回答

全体 [n=1,599] 児童発達支援 [n=775] 放課後等デイサービス [n=824]

9.4 

9.5 

9.2 

86.9 

86.8 

87.0 

3.7 

3.6 

3.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=1,599]

児童発達支援 [n=775]

放課後等デイサービス [n=824]

新卒採用 中途採用 無回答

76.0 

77.2 

74.9 

20.2 

18.1 

22.2 

3.8 

4.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=1,599]

児童発達支援 [n=775]

放課後等デイサービス [n=824]

採用後、すぐに当該事業所に配属 法人内の他事業所から当該事業所に異動 無回答
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児童指導員等加配加算の対象職員について、資格要件を聞いたところ、「児童指導員」が 51.5%、「保育士」

が 37.1%となっている。また、児童福祉事業の従事経験については、「５年以上」が 56.5%、「５年未満」が

31.5%となっている。 

図表 423 加算算定対象職員の個別状況_児童指導員等加配加算の資格要件 

 
図表 424 加算算定対象職員の個別状況_児童福祉事業の従事経験 

 

 

専門的支援体制加算の対象職員について、資格要件を聞いたところ、「保育士（保育士として５年以上児童

福祉事業に従事）」が 31.7%、「児童指導員（児童指導員として５年以上児童福祉事業に従事）」が 18.3%と

なっている。 

図表 425 加算算定対象職員の個別状況_専門的支援体制加算の資格要件 

 

  

51.5 

42.0 

59.6 

37.1 

47.0 

28.7 

4.6 

3.9 

5.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=1,186]

児童発達支援 [n=545]

放課後等デイサービス [n=641]

児童指導員 保育士
理学療法士 作業療法士
言語聴覚士 手話通訳士
手話通訳者 特別支援学校免許取得者
心理担当職員 視覚障害児支援担当職員
強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者 上記以外

56.5 

59.4 

54.0 

31.5 

29.0 

33.5 

12.1 

11.6 

12.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=1,186]

児童発達支援 [n=545]

放課後等デイサービス [n=641]

５年以上 ５年未満 無回答

12.0 

12.7 

11.0 

11.1 

7.5 

15.5 

8.3 

10.4 

5.7 

31.7 

35.8 

26.5 

18.3 

15.6 

21.6 

10.9 

12.4 

9.0 

6.7 

5.5 

8.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=552]

児童発達支援 [n=307]

放課後等デイサービス [n=245]

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
保育士（保育士として５年以上児童福祉事業に従事）
児童指導員（児童指導員として５年以上児童福祉事業に従事）
心理担当職員
視覚障害児支援担当職員
無回答
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対象職員の就業形態は、「常勤専従」が 68.0%、「非常勤専従」が 19.6%となっている。 

図表 426 加算算定対象職員の個別状況_就業形態 

 

 

対象職員で就業形態が「常勤兼務」または「非常勤兼務」の場合に、兼務業務について聞いたところ、「他

サービス・事業に関する業務」が 52.1%と最も多くなっている。 

図表 427 加算算定対象職員の個別状況_兼務業務〔複数回答〕 

 
 

  

68.0 

67.9 

68.2 

5.3 

5.0 

5.6 

19.6 

18.7 

20.4 

3.6 

4.8 

3.5 

3.6 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=1,599]

児童発達支援 [n=775]

放課後等デイサービス [n=824]

常勤専従 常勤兼務 非常勤専従 非常勤兼務 無回答

4.9 

3.5 

16.9 

6.3 

19.0 

52.1 

4.2 

7.7 

8.5 

9.2 

5.3 

18.4 

5.3 

17.1 

56.6 

3.9 

6.6 

7.9 

0.0 

1.5 

15.2 

7.6 

21.2 

47.0 

4.5 

9.1 

9.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

巡回支援等の地域支援

研修の講師

支援者支援、組織支援

会議体への参加

管理に関する業務

他サービス・事業に関する業務

法人本部、間接部門等の業務

その他

無回答

全体 [n=142] 児童発達支援 [n=76] 放課後等デイサービス [n=66]
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⑧専門的支援実施加算を算定している事業所の状況 

令和７年６月に専門的支援実施加算を算定している事業所に、加算対象の専門的支援の実施回数を聞いた

ところ、全体の平均で合計 60.2 回、うち、個別支援が 28.7 回、小集団が 18.6 回となっている。 

図表 428 令和７年６月における加算対象の専門的支援の実施回数 

（単位：回） 全体 [n=228] 児童発達支援 
[n=118] 

放課後等デイサー
ビス [n=110] 

個別支援 28.7 28.2 29.1 
小集団 18.6 16.9 20.4 
個別支援と小集団の組み合わせ 9.9 7.5 12.5 
小集団の組み合わせ形態 3.0 3.6 2.4 
合計 60.2 56.2 64.5 

 

専門的支援の１回あたりの平均提供時間は、平均で 39.1 分となっている。 

図表 429 専門的支援の１回あたりの平均提供時間 

（単位：分） 全体 [n=228] 児童発達支援 
[n=118] 

放課後等デイサー
ビス [n=110] 

平均値 39.1 40.0 38.2 
    

専門的支援の実施者については、「保育士」が 51.6%、「児童指導員」が 39.4%、「理学療法士」が 27.2%

等となっている。 

図表 430 専門的支援の実施者〔複数回答〕 

 

  

27.2 

20.6 

20.2 

51.6 

39.4 

19.9 

0.3 

3.1 

33.1 

16.9 

24.3 

56.8 

36.5 

24.3 

0.0 

2.0 

20.9 

24.5 

15.8 

46.0 

42.4 

15.1 

0.7 

4.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

保育士

児童指導員

心理担当職員

視覚障害児支援担当職員

無回答

全体 [n=287] 児童発達支援 [n=148] 放課後等デイサービス [n=139]
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(3) 利用者の送迎の状況について 

①送迎実施状況 

調査対象サービスにおける送迎の実施状況は、「事業所単独で、送迎車両による送迎を行っている」が

74.9%と多くなっている。 

図表 431 送迎実施状況 

 
 

②送迎加算の算定状況 

送迎を実施している事業所に、令和７年６月の送迎加算の算定状況を聞いたところ、「算定していない」は

5.5%と少なく、ほとんどの事業所が加算を算定している。対象者の区分別では、多くが「上記以外の障害児」

（医療的ケア児、重症心身障害児以外）となっている。 

図表 432 令和７年６月の送迎加算の算定状況〔複数回答〕 

 

 

74.9 

67.6 

81.3 

5.9 

3.3 

8.2 

15.4 

24.7 

7.1 

3.2 

3.3 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=716]

児童発達支援 [n=336]

放課後等デイサービス [n=380]

事業所単独で、送迎車両による送迎を行っている
複数の事業所で共同運営する送迎車両（乗り合い）による送迎を行っている
送迎代行業者への委託や自治体の実施する送迎事業等を利用した送迎を行っている
送迎を行っているが、付き添いのみ等で送迎車両を利用していない
送迎を行っていない
無回答

5.3 

4.1 

11.2 

78.8 

5.5 

7.4 

6.3 

3.8 

7.9 

75.8 

7.5 

8.3 

4.7 

4.4 

13.5 

80.9 

4.1 

6.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医療的ケア児（16点以上）

医療的ケア児（その他）

重症心身障害児

上記以外の障害児

算定していない

無回答

全体 [n=581] 児童発達支援 [n=240] 放課後等デイサービス [n=341]
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算定延べ回数は、平均で医療的ケア児（16 点以上）が 2.5 回、医療的ケア児（その他）が 1.3 回、重症心

身障害児が 7.7 回、上記以外の障害児が 253.3 回となっている。 

図表 433 送迎加算の算定延べ回数 

（単位：回） 全体 [n=437] 児童発達支援 
[n=167] 

放課後等デイサー
ビス [n=270] 

医療的ケア児（16 点以上） 2.5 3.1 2.2 
医療的ケア児（その他） 1.3 1.5 1.2 
重症心身障害児 7.7 3.9 10.0 
上記以外の障害児 253.3 152.8 315.6 

 

③単独で送迎車両による送迎を実施している事業所の状況 

単独で送迎車両による送迎を実施している事業所に、１回の送迎に要する時間を聞いたところ、行き（自

宅、学校等→事業所）では、「10 分以上 20 分未満」が 33.8%、「20 分以上 30 分未満」が 27.8%、「30 分

以上１時間未満」が 27.1%となっている。また、帰り（事業所→自宅等）では、「30 分以上１時間未満」が

36.0%、「10 分以上 20 分未満」が 23.7%、「20 分以上 30 分未満」が 22.9%となっている。 

図表 434 １回の送迎に要する時間_行き（自宅、学校等→事業所） 

 

図表 435 １回の送迎に要する時間_帰り（事業所→自宅等） 

 

  

4.7 

5.3 

4.2 

33.8 

34.4 

33.3 

27.8 

27.3 

28.2 

27.1 

24.7 

28.8 

3.7 

4.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=536]

児童発達支援 [n=227]

放課後等デイサービス [n=309]

10分未満 10分以上20分未満 20分以上30分未満

30分以上１時間未満 １時間以上１時間半未満 １時間半以上２時間未満

２時間以上 行きは送迎を行っていない 無回答

23.7 

29.1 

19.7 

22.9 

23.3 

22.7 

36.0 

28.6 

41.4 

8.6 

9.3 

8.1 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=536]

児童発達支援 [n=227]

放課後等デイサービス [n=309]

10分未満 10分以上20分未満 20分以上30分未満

30分以上１時間未満 １時間以上１時間半未満 １時間半以上２時間未満

２時間以上 帰りは送迎を行っていない 無回答
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サービス提供地域内で、送迎を実施する範囲や時間距離等の規定を設けているかどうかを聞いたところ、

「規定は設けていないが、送迎を行うことが難しい地域がある」が 50.6%、「事業所において送迎を実施す

る範囲や時間距離等の規定を設けている」が 34.9%となっており、何らかの規定や送迎困難地域のある事業

所が多くなっている。 

図表 436 サービス提供地域内で送迎を実施する範囲や時間距離等の規定の有無 

 
 

令和７年６月に送迎を実施した利用者（１回以上の送迎を行った者）の実人数は、全体の平均で合計 17.0

人となっている。また、その中で、平均的な送迎時間と比べて長時間を要する送迎を行った利用者の人数を

聞いたところ、、おおむね平均送迎時間の２倍以上で 0.6 人となっている。 

図表 437 令和７年６月に送迎を実施した利用者（１回以上の送迎を行った者）の実人数 

（単位：人）   全体 
[n=475] 

児童発達支
援 [n=198] 

放課後等デイ
サービス 

[n=277] 

送迎を実施した利用者の実人数 

1 医療的ケア児（16 点以上） 0.2 0.2 0.2 
2 医療的ケア児（その他） 0.1 0.1 0.1 
3 重症心身障害児 0.7 0.4 1.0 
4 上記以外の障害児 16.0 12.7 18.4 
合計 17.0 13.3 19.6 

うち、平均送迎時間の２倍以上の時間を要する送迎
の該当者数 

1 医療的ケア児（16 点以上） 0.0 0.0 0.0 
2 医療的ケア児（その他） 0.0 0.0 0.0 
3 重症心身障害児 0.0 0.0 0.0 
4 上記以外の障害児 0.6 0.3 0.8 
合計 0.6 0.3 0.8 

うち、平均送迎時間の３倍以上の時間を要する送迎
の該当者数 

1 医療的ケア児（16 点以上） 0.0 0.0 0.0 
2 医療的ケア児（その他） 0.0 0.0 0.0 
3 重症心身障害児 0.0 0.0 0.0 
4 上記以外の障害児 0.0 0.0 0.0 
合計 0.0 0.0 0.0 

 

  

34.9 

34.8 

35.0 

50.6 

51.1 

50.2 

11.8 

10.6 

12.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=536]

児童発達支援 [n=227]

放課後等デイサービス [n=309]

事業所において送迎を実施する範囲や時間距離等の規定を設けている

規定は設けていないが、送迎を行うことが難しい地域がある

希望があれば送迎を行う

その他

無回答


